別記様式第5号(第6条関係)


　　年　　月　　日　　


　　　　　　　　　　様


長門市長　　　　　　　　　　　　


高等学校生徒通学費助成不承認決定通知書


　長門市高等学校生徒の通学費の助成に関する条例施行規則第6条第2項の規定により、通学費の助成が不適当と認め、助成しないことを決定したので通知します。


記


１　対象生徒氏名


２　助成不承認決定理由










不服の申立て
　　この通知書に記載された事項について、不服がある場合には、この通知書を受け取った日の翌日から起算して３箇月以内に長門市長に対し審査請求をすることができます。
